公益認定等コンサルティング業務報酬の目安（平成２２年10月～）
３つの契約方式をご用意いたしました。

（1）作成支援
	法人区分
	報酬金額

	法人
区分
	売上高、
常勤職員
	公益認定申請
	一般認可
申請

	
	
	収益事業無
	収益事業有
	

	小規模
	～50百万程度、
～2人程度
	100～120万
	100～150万円
	100～120万

	中規模
	50～500百万程度、
3～9人程度
	120～180万
	120～200万
	120～180万

	大規模
	500百万程度～、
10人程度～
	150～250万
	150～300万
	150～250万


（注）消費税抜き
①あくまでも報酬金額の目安です。

②申請書における「事業内容の説明」は、法人事務局で記載していただきますが、その他についてはほとんど全ての書類を作成します。
③申請書類でない書類、例えば内部の諸規程は含めておりません。
④公益認定申請業務においては、収益事業等の有無によって作業量が大きく異なるため、収益事業無のケースと有のケースに区分しています。
⑤事業の数は3事業まで（申請書上でまとめた後）を前提としています。
⑥一般的に財団より社団の方が手間がかかります。

⑦全国に支部を持っている法人なども手間がかかります。

＜値引き＞

	事前診断を受けていただいた場合は、事前診断報酬の50％を上記金額から値引きします。


（2）顧問契約
月額5万円～10万円（消費税抜き）～申請まで1年以上の場合
（業務内容他；、電話やメールでの質問、月に1回程度の打ち合わせ）
（3）タイムチャージ（上限額を設定）
依頼したい業務の詳細が決まっていない場合や不明な場合、依頼者の公益法人様もお困りでしょうが、依頼される側としても費用の見積もりができず困ってしまいます。

このような場合、タイムチャージ方式（一定の上限額の設定）での契約をお勧めいたします。

	タイムチャージ


	15,000円／1時間当たり（消費税抜き）

当事務所内における調査・書類作成業務、法人様との連絡、その他の準備業務など、当該法人様のために費やす時間の全て。30分単位。

	上限額の設定
	業務内容の推定をし、（1）の額の50％～100％程度のの上限額を設定し、無制限なタイムチャージを事前に防止します。公益法人様にとっては安心な請求システムです。


以上
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